
  栗原地域関係人口拡大業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、宮城県北部地方振興事務所（以下「発注者」という。）が発注する「栗原地

域関係人口拡大業務」（以下「委託業務」という。）を受託する者（以下「受注者」という。）

の業務について、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 目的 

栗原地域における人口減少と少子高齢化が進行する中、持続可能な地域づくりに向け

た取組が必要であり、栗原地域と多様な形で継続的に関わる人口を増やしていく必要が

ある。 

このことから、都市部在住の若い世代や子育て世代を対象に、栗原地域の企業や団

体と交流しながら地域を知り、地域の人と関わりながら繰り返し訪問する契機となる

事業を実施するとともに、参加者への継続的な情報提供等により地域との関係性を構

築することで、将来的な移住希望者にもなり得る栗原地域の関係人口の拡大を図る。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）関係人口拡大に資する取組の企画及び実施 

栗原地域の関係人口の構築につながる以下の①から③の取組を実施すること。その

うち①及び②の取組については各１件以上、合計３件以上実施すること。 

①  都市部在住の若手社会人又は子育て世代（親子）を対象とし、栗原地域の企業や

団体等と連携したワークショップやイベントなど関係人口拡大に資する取組を企画し

実施すること（１件につき概ね１０人以上が参加できる内容とする）。 

② 都市部の企業や団体、大学等を対象とし、栗原地域在住者（移住者を含む）との

交流の機会を持つことのできるワークショップやイベントなど関係人口拡大に資す

る取組を企画し実施すること（１件につき概ね１０人以上が参加できる内容とする）。 

※①・②の事業例 

ア 参加者が移住者を含めた地域の人と交流しながら、栗原地域の食や農、自然、

文化を体験する事業 

イ 栗原地域で開催されるイベント等におけるスタッフを募集し、都市部在住者が

地域の人とともに運営に携わる機会を創出する事業 

ウ 地域で起業している女性との交流事業等 

③ 事業実施に向けた事業ＰＲ活動等 

  事業の実施にあたっては、効果的な周知方法（マスメディア、動画、ホームページ、

ＳＮＳの活用等）を用いて、対象者に向けて広く周知を図ること。 

なお、周知内容等については発注者と事前に協議すること。 

 

（２）継続的な関係人口拡大に向けた仕組みづくり 

上記事業参加者に栗原地域を継続的に訪れてもらうため、栗原地域における催し

や地域の魅力が伝わる取組等に関する情報発信を 10回程度行うこと。 

なお、発信する情報の内容等については、発注者と事前に協議することとし、発

注者が提供する情報がある場合にはその内容を含むものとする。 



（３）成果報告会の実施 

本事業において実施した取組内容、得られた成果、課題及び今後の施策展開に向

けた提案等について発注者へ共有するため、業務完了までに成果報告会を実施する

こと。詳細な日時や場所は発注者と事前に協議の上決定すること。 

 

３ 報告書の提出 

  業務完了後、本業務による成果品を添付し、業務完了報告書を発注者へ提出すること。 

  なお、業務完了報告書の内容は次のとおりとし、必要に応じて項目を追加すること。 

（１）実施した業務の内容 

（２）業務実施の結果、得られた成果及び改善点の分析（数値等で明確に示すこと） 

（３）業務実施の様子が分かる写真 

 

４ 委託業務の経理等 

（１）委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して記載し、

委託費の使途を明確にしておくこと。 

（２）委託費の支出内訳を証する経理書類を整理して、会計帳簿とともに委託業務の完了し

た日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるように保

存しておくこと。また、受注者は、発注者の要求に応じ、上記の経理書類を提供するこ

と。 

 

５ 著作権について 

（１）本業務の実施により生じた著作物（既得されている物は除く）に関する著作権（著作

権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）は、発注者へ帰属するものとする。 

（２）本業務の成果物は、画像等著作権上の権利関係の帰属を済ませた上で納入すること。

また、それらに関する紛争が生じた場合は、受注者の責任において対応するものとする。 

 

６ その他 

（１）業務契約締結後、業務委託仕様書に基づいた事業計画書を提出すること。 

（２）本業務の遂行に必要な打ち合わせについては、業務の主要決定事項の検討時期に合わ

せて実施すること。 

（３）本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載事項に疑

義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上、決定する。 


